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【 請 求 項 ２ 】

保 険 の 契 約 を し て い る 少 な く と も １ 人 の 人 を 特 定 す る 第 １ の 生 命 保 険 証 書 に 基 づ い て 、 １
人 以 上 の 人 に 追 加 生 命 保 険 を 提 供 す る コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム で あ っ て 、 該 シ ス テ ム は 、
ネ ッ ト ワ ー ク に 通 信 可 能 に 接 続 さ れ た 少 な く と も １ つ の ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ で あ っ て 、
該 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、
（ ａ ） 該 第 １ の 生 命 保 険 証 書 に 関 連 し 、 か つ 、 命 令 に 関 連 す る デ ー タ を 該 ブ ロ ー カ コ ン ピ
ュ ー タ に 入 力 す る た め の 、 該 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ に 動 作 可 能 に 接 続 さ れ た 第 １ の 入 力 デ
バ イ ス と 、
（ ｂ ） 該 ネ ッ ト ワ ー ク に 通 信 可 能 に 接 続 さ れ た 少 な く と も １ つ の 顧 客 コ ン ピ ュ ー タ を 介 し
た 該 少 な く と も １ つ の 人 か ら 、 ク エ リ に 関 す る デ ー タ を 該 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 受 信 す る
た め の 、 該 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ に 動 作 可 能 に 接 続 さ れ た 第 ２ の 入 力 デ バ イ ス と 、
（ ｃ ） 追 加 生 命 保 険 の 有 資 格 性 に つ い て の １ つ 以 上 の 基 準 を 含 む デ ー タ を 格 納 す る デ ー タ
格 納 デ バ イ ス と
を 備 え 、 該 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 該 ク エ リ に 関 す る デ ー タ の 受 信 に 応 答 し て 、 該 第 １
の 生 命 保 険 証 書 に 関 連 す る デ ー タ と 、 有 資 格 性 に つ い て の 該 １ つ 以 上 の 基 準 と を 比 較 し 、
第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に よ っ て 提 供 さ れ る 追 加 生 命 保 険 に つ い て 、 該 １ 人 以 上 の 人 の 有 資 格
性 が 判 定 さ れ る よ う に 構 成 さ れ 、
該 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 該 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に よ っ て 提 供 さ れ る 第 ２ の 給 付 額 を 確
立 し 、 該 第 １ の 生 命 保 険 証 書 、 該 １ 人 以 上 の 人 の 有 資 格 性 お よ び 該 第 ２ の 給 付 額 に 関 す る
該 デ ー タ か ら 該 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 を 生 成 す る よ う に 構 成 さ れ 、 該 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 は
、 該 第 ２ の 給 付 額 を 支 払 う た め の 、 少 な く と も １ 保 険 者 の 債 務 証 書 を 作 成 す る 、 少 な く と
も １ つ の ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ と 、
該 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に 関 す る デ ー タ を 該 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 該 顧 客 コ ン ピ ュ ー タ に 伝
送 す る た め の 、 該 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ に 動 作 可 能 に 接 続 さ れ た 少 な く と も １ つ の 出 力 デ
バ イ ス と
を 備 え る 、 シ ス テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 、 前 記 第 １ の 生 命 保 険 証 書 を 発



【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】

【 請 求 項 １ １ 】
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行 す る 第 １ の 保 険 者 の 少 な く と も １ つ の 第 １ の 保 険 者 用 コ ン ピ ュ ー タ に 通 信 可 能 に 接 続 さ
れ て い る 、 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ お よ び 前 記 第 １ の 保 険 者 用 コ ン ピ ュ ー タ は 、 １ つ 以 上 の デ ー タ
ベ ー ス に 通 信 可 能 に 接 続 さ れ て お り 、 該 １ つ 以 上 の デ ー タ ベ ー ス は 、 前 記 １ 人 以 上 の 人 、
前 記 第 １ の 生 命 保 険 証 書 お よ び 前 記 第 １ の 保 険 者 の 少 な く と も １ つ に 関 連 す る デ ー タ を 含
む 、 請 求 項 ２ に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 １ つ 以 上 の デ ー タ ベ ー ス に 通 信 可 能 に 接 続 さ れ て お り 、 該
１ つ 以 上 の デ ー タ ベ ー ス は 、 前 記 １ 人 以 上 の 人 、 前 記 第 １ の 生 命 保 険 証 書 お よ び 前 記 第 １
の 保 険 者 の 少 な く と も １ つ に 関 連 す る 情 報 を 含 む 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の シ ス
テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 第 １ の 生 命 保 険 証 書 の 少 な く と も １ つ の 期 間 に 対 応 す
る デ ー タ を 、 前 記 １ つ 以 上 の デ ー タ ベ ー ス の う ち 少 な く と も １ つ 、 前 記 少 な く と も １ つ の
第 １ の 保 険 者 、 お よ び 、 前 記 少 な く と も １ つ の 顧 客 コ ン ピ ュ ー タ か ら 受 信 す る よ う に 構 成
さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 前 記 デ ー タ を 受 信 す る よ う に 構
成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 第 １ の 生 命 保 険 証 書 の 前 記 少 な く と も １ つ の 期 間 に 対
応 す る 前 記 デ ー タ と 、 有 資 格 性 に つ い て 格 納 さ れ た 前 記 １ つ 以 上 の 基 準 と を 比 較 し 、 前 記
第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に つ い て 前 記 １ つ 以 上 の 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る よ う に 構 成 さ れ て い
る 、 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 デ ー タ 格 納 デ バ イ ス は 、 前 記 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に つ い て 前 記 １ 人 以 上 の 人 の 有 資 格
性 を 判 定 す る 際 に 、 前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 用 い ら れ る 前 記 第 １ の 生 命 保 険 証
書 の 前 記 少 な く と も １ つ の 期 間 に 対 応 す る デ ー タ を 格 納 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 、 請 求
項 １ ～ ７ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 第 １ の 生 命 保 険 証 書 の 証 書 期 間 に た い お う す る デ ー タ
を 受 信 す る よ う に 構 成 さ れ て お り 、
該 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 該 証 書 期 間 に 対 応 す る 前 記 デ ー タ と 、 有 資 格 性 に つ い て 格 納
さ れ た 前 記 １ つ 以 上 の 基 準 と を 比 較 し て 、 前 記 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に つ い て 前 記 １ 人 以 上
の 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る よ う に さ ら に 構 成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ ８ の い ず れ か に 記 載
の シ ス テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 第 １ の 生 命 保 険 証 書 の 給 付 額 に 対 応 す る デ ー タ を 受 信
す る よ う に 構 成 さ れ て お り 、
該 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 該 給 付 額 に 対 応 す る デ ー タ と 、 有 資 格 性 に つ い て 格 納 さ れ た
前 記 １ つ 以 上 の 基 準 と を 比 較 し て 、 前 記 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に つ い て 前 記 １ 人 以 上 の 人 の
有 資 格 性 を 判 定 す る よ う に さ ら に 構 成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か に 記 載 の シ ス
テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 第 １ の 生 命 保 険 証 書 に つ い て 前 記 １ 人 以 上 の 人 の 有 資
格 性 を 判 定 す る 際 に 、 前 記 １ つ 以 上 の デ ー タ ベ ー ス の う ち 少 な く と も １ つ 、 前 記 少 な く と
も １ つ の 第 １ の 保 険 者 用 コ ン ピ ュ ー タ 、 お よ び 、 前 記 第 １ の 保 険 者 に よ っ て 用 い ら れ る 少
な く と も １ つ の 基 準 に 対 応 す る 前 記 少 な く と も １ つ の 顧 客 コ ン ピ ュ ー タ か ら デ ー タ を 受 信
す る よ う に 構 成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。



【 請 求 項 １ ２ 】

【 請 求 項 １ ３ 】

【 請 求 項 １ ４ 】

さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ １ ３ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】

【 請 求 項 １ ６ 】

【 請 求 項 １ ７ 】

【 請 求 項 １ ８ 】

【 請 求 項 １ ９ 】

【 請 求 項 ２ ０ 】

【 請 求 項 ２ １ 】

【 請 求 項 ２ ２ 】
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前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 第 １ の 保 険 者 に よ っ て 用 い ら れ る 前 記 少 な く と も １ つ
の 基 準 に 関 す る 前 記 デ ー タ と 、 有 資 格 性 に つ い て 格 納 さ れ た 前 記 １ つ 以 上 の 基 準 と を 比 較
し て 、 前 記 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に つ い て 前 記 １ 人 以 上 の 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る よ う に 構
成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ １ １ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 デ ー タ 格 納 デ バ イ ス は 、 前 記 第 １ の 生 命 保 険 証 書 に つ い て 前 記 １ 人 以 上 の 人 の 有 資 格
性 を 判 定 す る 際 に 、 前 記 第 １ の 保 険 者 に よ っ て 用 い ら れ る 前 記 少 な く と も １ つ の 基 準 に 対
応 す る デ ー タ を 格 納 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ １ ２ の い ず れ か に 記 載 の シ ス
テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 少 な く と も １ つ の ク エ リ に 対 応
す る デ ー タ を 前 記 少 な く と も １ つ の 顧 客 コ ン ピ ュ ー タ に 伝 送 す る よ う に 構 成 さ れ て お り 、
前 記 少 な く と も １ つ の 顧 客 コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 １ 人 以 上 の 人 か ら の 前 記 少 な く と も １ つ
の ク エ リ へ の 応 答 に 対 応 す る デ ー タ 入 力 を 受 信 し 、 該 入 力 デ ー タ を 該 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー
タ に 伝 送 す る よ う に 構 成

前 記 デ ー タ 格 納 デ バ イ ス は 、 前 記 少 な く と も １ つ の ク エ リ へ の 前 記 応 答 に 対 応 す る 前 記 デ
ー タ を 格 納 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ １ ４ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 少 な く と も １ つ の ク エ リ へ の 前 記 応 答 に 対 応 す る 前 記
デ ー タ と 、 有 資 格 性 に つ い て 格 納 さ れ た 前 記 １ つ 以 上 の 基 準 と を 比 較 し て 、 前 記 第 ２ の 生
命 保 険 証 書 に つ い て 前 記 １ 人 以 上 の 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 、 請 求
項 １ ～ １ ５ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 少 な く と も １ つ の ク エ リ へ の 前 記 応 答 に 対 応 す る 前 記
デ ー タ を 比 較 す る よ う に 構 成 さ れ て お り 、 前 記 少 な く と も １ つ の ク エ リ に 対 応 す る 前 記 デ
ー タ は 、 少 な く と も 前 記 保 険 契 約 さ れ て い る 人 の 健 康 状 態 の 証 明 書 に 関 連 す る 、 請 求 項 １
～ １ ６ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ は 、 前 記 デ ー タ 入 力 の う ち １ つ 以 上 と 、 有 資 格 性 に つ い て 格 納
さ れ た 前 記 １ つ 以 上 の 基 準 と を 比 較 し 、 前 記 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に つ い て の 前 記 １ 人 以 上
の 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る 際 に 、 少 な く と も １ つ の リ ス ク 削 減 手 順 を 実 行 す る よ う に 構 成
さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ １ ７ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

請 求 項 １ ～ １ ８ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 前 記 少 な く と も １ つ の 顧 客 コ ン ピ ュ ー タ と し て 動
作 す る よ う に 構 成 さ れ た コ ン ピ ュ ー タ 端 末 。

請 求 項 １ ～ １ ９ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 前 記 ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ と し て 動 作 す る よ う に
構 成 さ れ た サ ー バ 。

請 求 項 １ ９ に 記 載 の 前 記 端 末 と 、 請 求 項 ２ ０ に 記 載 の 前 記 サ ー バ と を 含 む ネ ッ ト ワ ー ク 。

追 加 生 命 保 険 に つ い て １ 人 以 上 の 保 険 契 約 さ れ て い る 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る 際 に 、 少 な
く と も １ つ の ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て ア ク セ ス 可 能 な コ ン ピ ュ ー タ 読 取 り 可 能 媒 体
に 含 ま れ る デ ー タ 構 造 で あ っ て 、
該 １ 人 以 上 の 保 険 契 約 さ れ て い る 人 に よ っ て 保 持 さ れ る 第 １ の 保 険 証 書 の 少 な く と も １ つ
の 期 間 に 関 連 す る 第 １ の 入 力 と 、
該 第 １ の 保 険 証 書 の 前 記 少 な く と も １ つ の 期 間 と 比 較 す る た め に 、 有 資 格 性 に つ い て 少 な
く と も １ つ 以 上 の 基 準 に 関 連 す る 第 ２ の 入 力 と
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を 含 む 、 デ ー タ 構 造 。

追 加 生 命 保 険 に つ い て １ 人 以 上 の 保 険 契 約 さ れ て い る 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る 際 に 、 少 な
く と も １ つ の ブ ロ ー カ コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て ア ク セ ス 可 能 な コ ン ピ ュ ー タ 読 取 り 可 能 媒 体
に 含 ま れ る デ ー タ 構 造 で あ っ て 、
第 １ の 生 命 保 険 証 書 に つ い て 該 １ 人 以 上 の 保 険 契 約 さ れ て い る 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る 際
に 、 第 １ の 保 険 者 に よ っ て 用 い ら れ る 少 な く と も １ つ の 基 準 に 関 連 す る 第 １ の 入 力 と 、
該 第 １ の 保 険 者 に よ っ て 用 い ら れ る 有 資 格 性 に つ い て の 該 少 な く と も １ つ の 基 準 と 比 較 す
る た め に 、 有 資 格 性 の 少 な く と も １ つ 以 上 の 基 準 に 関 連 す る 第 ２ の 入 力 と
を 含 む 、 デ ー タ 構 造 。

前 記 デ ー タ 構 造 は 、 第 ２ の 給 付 額 に 関 連 す る 入 力 を 含 む ， 請 求 項 ２ ２ ま た は ２ ３ の い ず れ
か に 記 載 の デ ー タ 構 造 。

保 険 の 契 約 を し て い る １ 人 以 上 の 人 を 特 定 す る 少 な く と も 第 １ の 生 命 保 険 証 書 に 基 づ い て
、 １ 人 以 上 の 人 に 追 加 生 命 保 険 を 提 供 す る コ ン ピ ュ ー タ が 実 行 す る 方 法 で あ っ て 、 該 コ ン
ピ ュ ー タ が 実 行 す る 方 法 は 、
該 第 １ の 生 命 保 険 証 書 に 基 づ い て 該 保 険 契 約 を し て い る １ 人 以 上 の 人 を 特 定 す る デ ー タ を
コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
該 第 １ の 生 命 保 険 証 書 の 少 な く と も １ つ の 期 間 に 関 す る デ ー タ を 該 コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す
る ス テ ッ プ と 、
該 第 １ の 生 命 保 険 証 書 の 該 少 な く と も １ つ の 期 間 に 関 す る 該 デ ー タ と 、 該 コ ン ピ ュ ー タ に
格 納 さ れ た 有 資 格 性 に つ い て の １ つ 以 上 の 基 準 と を 比 較 し て 、 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に よ っ
て 提 供 さ れ る 追 加 生 命 保 険 に つ い て 、 該 １ 人 以 上 の 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
第 ２ の 給 付 額 に 関 す る デ ー タ を 該 コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
該 第 １ の 生 命 保 険 証 書 の 該 少 な く と も １ つ の 期 間 、 該 １ 人 以 上 の 人 の 該 有 資 格 性 お よ び 該
第 ２ の 給 付 額 に 関 す る 該 デ ー タ か ら 該 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 を 生 成 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、
該 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 は 、 該 第 ２ の 給 付 額 を 支 払 う た め に 、 少 な く と も １ 保 険 者 の 債 務 証
書 を 作 成 す る 、 ス テ ッ プ と
を 包 含 す る 、 コ ン ピ ュ ー タ が 実 現 す る 方 法 。

前 記 第 １ の 生 命 保 険 証 書 に つ い て 前 記 １ 人 以 上 の 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る 際 に 、 第 １ の 保
険 者 に よ っ て 用 い ら れ る 少 な く と も １ つ の 基 準 に 関 す る デ ー タ を 前 記 コ ン ピ ュ ー タ に 入 力
す る ス テ ッ プ と 、
該 第 １ の 保 険 者 の 該 少 な く と も １ つ の 基 準 に 関 す る 該 デ ー タ と 、 該 コ ン ピ ュ ー タ に 格 納 さ
れ た 有 資 格 性 に つ い て の 前 記 １ つ 以 上 の 基 準 と を 比 較 し て 、 前 記 第 ２ の 生 命 保 険 証 書 に つ
い て 、 該 １ 人 以 上 の 人 の 有 資 格 性 を 判 定 す る ス テ ッ プ と
を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 ２ ５ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ が 実 現 す る 方 法 。

少 な く と も 命 令 の プ ロ グ ラ ム に 含 ま れ る コ ン ピ ュ ー タ 読 取 り 可 能 媒 体 で あ っ て 、 端 末 上 で
実 行 す る 際 に 、 該 少 な く と も 命 令 の プ ロ グ ラ ム に よ っ て 該 端 末 を 請 求 項 １ ９ に 規 定 さ れ る
端 末 と し て 機 能 さ せ る 、 コ ン ピ ュ ー タ 読 取 り 可 能 媒 体 。

命 令 の プ ロ グ ラ ム に よ っ て コ ー ド 化 さ れ る コ ン ピ ュ ー タ 読 取 り 可 能 媒 体 で あ っ て 、 サ ー バ
上 で 実 行 す る 際 に 、 該 命 令 の プ ロ グ ラ ム に よ っ て 該 サ ー バ を 請 求 項 ２ ０ に 規 定 さ れ る サ ー
バ と し て 機 能 さ せ る 、 コ ン ピ ュ ー タ 読 取 り 可 能 媒 体 。
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